
授業改善

１．取組の内容

２．取組についての評価等

平成２９年４月作成
大分県教育庁 教育改革・企画課、義務教育課

［取組事例］佐伯市立米水津中学校、生徒数４２名、佐伯教育事務所管内

（１）全ての教科等で生徒の授業評価を実施することで、各教科等の指導における生徒の意見を踏まえた授業改善に役立てられる
（２）各教科等指導の取組の差を縮め、学校全体で（組織的な）授業改善を構築できる
（３）授業改善説明会を開催し、教員と生徒が取組方針を共有することにより、ともによりよい授業を創っていくための目的意識が共有できる

（１）授業評価項目の選定 （３）授業改善の方策整理
・生徒に付けたい力と「新大分スタンダ－ド」を基に授業評価項目を選定している。 ・教科別の授業改善の方策を整理し、策定している。

（２）授業評価の分析 （４）授業改善説明会の開催 （５）組織的な授業改善の充実
・生徒による授業評価を数値化して、分析している。 ・生徒対象の授業改善説明会を開催している。 ・共通事項をまとめ、組織的な授業改善を行っている。

「新大分スタンダード」に基づく授業改善

教科毎の結果分析とともに、「中学校学力向上対策３つの提言」に基づく生徒による授業評価を実施し、改善の方向性を具体的にして授業
改善を充実
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